
富山市企業等農業参入支援事業 の紹介

企業のみなさま！！

農業をはじめませんか



～雇用期間のイメージ～ 

例）６月 1日に営農を開始した場合

3/1       ６/1                 11/30      3/31    翌年度5/31  

農業経営開始 

●新規雇用 

７/1      10/1                   

●新規雇用 

雇用から ６ヶ月後 

申請スタート 

法人の農業経営開始日から 6ヶ月以内に採用された者 

この期間までに富山市へ転入 ※転入直前１年以上は県外在住者であること 

この期間までに富山市へ転入 ※転入直前１年以上は県外在住者であること 

←３か月→ ←   ６か月  → 

← 3か月  → ←       ６ か月      → ←  ４ か月  → ← 2 か月→ 

要件 
市内に住所を有する

正規職員 

補助金申請可能期間（参入から１年以内） 

新規雇用者の必須要件

パターン２ 

経営開始日≠新規雇用

パターン１ 

経営開始日＝新規雇用日 

１人あたり２０万円の交付要件 

雇用から ６ヶ月後 

申請スタート 

１人あたり２０万円の交付要件 

雇用創出支援事業


